
 

【別紙２】 

 

 

【技能実習計画の認定の取消しの内容】 

１ 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 （１）実習実施者名：三共ポリエチレン株式会社 

 （２）代表者職氏名：代表取締役 田中 純一、田中 寛大 

 （３）所 在 地：広島県廿日市市大東５番１号 

 

２ 認定の取消しを行った計画の認定番号（８件） 

  平成３０年 ３月 ２日認定「認 1709002519」「認 1709002520」 

         ３月１４日認定「認 1709003614」「認 1709003615」「認 1709003616」 

         ５月 ８日認定「認 1709009716」「認 1709009717」 

         ５月２４日認定「認 1809000286」 

 

３ 処分等内容 

   技能実習法第 16 条第１項第７号の規定に基づき、令和３年１月 29 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。 

 

４ 処分等理由 

   労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国

又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、

技能実習法第 16 条第 1項第 7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


